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第６９９回入札監理小委員会議事次第 

 

 

日 時：令和５年９月１日（金）14：13～15：10 

場 所：永田町合同庁舎１階  第１共用会議室 

 

 

１.開会 

２.実施要項（案）の審議 

 ○人事・給与関係業務情報システムに係るプロジェクト管理支援業務（デジタル庁） 

３.閉会 

 

＜出席者＞ 

  関野主査、梅木副主査、小尾副主査、井熊専門委員、大山専門委員、柏木専門委員 

  宮崎専門委員 

 

（デジタル庁） 

  省庁業務サービスグループ 人事・給与関係業務情報システム担当 水口参事官 

                                 能城企画官 

                                 松浦参事官補佐 

 

（事務局） 

  後藤事務局長、平井企画官 
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○事務局 それでは、ただいまから第６９９回「入札監理小委員会」を開催します。 

 初めに、人事・給与関係業務情報システムに関わるプロジェクト管理支援業務の実施要

項（案）について、デジタル庁省庁業務サービスグループ人事・給与関係業務情報システ

ム担当、水口参事官から御説明をお願いしたいと思います。 

○水口参事官 私、デジタル庁の省庁業務サービスグループで人事・給与システムの担当

参事官をしております水口と申します。よろしくお願いいたします。 

 私のほうから、まずはシステムの概要と、あと今回の対象となっておりますプロジェク

ト管理支援業務の概要、そしてこれまでの調達の状況と、今回の調達に当たりまして競争

性を向上させるために工夫した点などについて御説明をさせていただきます。 

 それでは、まず、システムの概要につきまして、資料のＡ－３を御覧いただけたらと思

います。横紙のパワーポイントでございます。こちらでございますけれども、当該システ

ムにつきましては、２０１０年から人事院において構築して運用しているものでございま

して、２０２１年の９月のデジタル庁発足に伴いまして、デジタル庁に移管したものでご

ざいます。システムを一言で申しますと、その名前のとおり国家公務員の人事・給与に関

する業務を処理するシステムということで、我々省庁の内部的な手続を行うためのシステ

ムでございます。 

 システムの目的でございますけれども、下の図を御覧いただけたらと思いますが、当該

システムを導入する前につきましては、省庁ごとに、それぞれ人事ですとか給与に関する

システムを構築して運用していたという状況でございまして、これによって、例えば、毎

年、何らかの制度改正が行われますけれども、その制度改正に合わせたシステム改修等は

省庁ごとにやっていて非常に非効率であったということでございます。当該システムの導

入によりまして、そういった制度改正にも一括で対応できることによってコスト削減にも

つながりますし、また、セキュリティー対策等も一括して一元的に管理することによって

全体の管理ができるということでございまして、共通のシステムをつくることによって、

ここに３つ書いておりますけれども、業務の簡素化・効率化と共有化によるコスト削減と、

そういったセキュリティー面での安全性・信頼性の確保ですとか個人情報の保護といった

ような大きく３つを目的として構築したものでございます。 

 こちらのユーザーにつきましては、国会事務局や裁判所を含む４７府省等の常勤職員で、

約３０万人の方が御利用いただいているというシステムでございます。 

 次のページを御覧ください。こちら、どういった利用をこのシステムがされているかと
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いう資料でございますけれども、主な業務フローを記載しております。利用者といたしま

しては、一般的な役所の一職員の方も使いますし、あとはそれぞれの省庁での人事担当者

ですとか給与担当者という方が利用するものでございます。例えば、その職員の方が、こ

のＡの矢印がありますけれども、その手続として、振込口座ですとか、手当の申請ですと

か、あと年末調整といった手続の申請をこのシステム上でやることができるということで

ございます。 

 併せて人事担当者は、例えば人事情報等を当該システムに入力することができると。例

えば人事、この下のフローでいきますと、人事の際の人事発令に関する通知書等も、この

システムで出して発出しているということでございます。 

 給与に関しましては、給与担当者のほうで必要な手当ですとか、そういった情報を入力

することによって、その後はそういった給与明細の作成ですとか、また、実際の給与支払

いということで、担当者のほうから財務省の官庁会計システム、ＡＤＡＭＳⅡといわれて

いるところも連携しながら、実際に日本銀行を通じて銀行口座に振り込まれる、そういっ

た一連の給料支払いの流れでも利用されるといったようなシステムでございます。 

 続きまして、今回の業務の概要でございますけれども、同じくその次のＡ－３の資料の

３枚目を御覧ください。まず、今回の業務につきまして簡単に申しますと、実際に当該シ

ステムですとか、これに乗っかってアプリケーションを作成・改修・保守を実施いたしま

すベンダー企業と、あと我々デジタル庁の担当職員との間をつないでいただいて、技術的

なアドバイザーのような役割をお願いするという業務でございます。これによって、より

よいものを効果的・効率的につくることができるとともに、あとよく言われておりますけ

れども、我々役所の職員が、専門家であるベンダーの言いなりになるようなことを防止す

るような効果もあるものと考えております。 

 具体的には、この①から③番までの業務でございますけれども、システムの課題の検討

や課題解決に向けたプロジェクトの管理、２つ目としてシステム担当に対する技術的助言

の提供やシステム利用府省への運用支援、関係ベンダー間の調整や技術的支援ということ

で、この下の図にありますが、それぞれ関係のベンダーですとか、あと関係府省も含めて

関係者の間をいろいろ調整ですとか、また、スケジュール管理ですとか、技術的なアドバ

イスといったものを行っていただくという業務になってございます。 

 続きまして、これまでの調達状況と今回の市場化テストの取組も踏まえました競争性の

確保のための工夫している点につきまして御説明いたしますけれども、資料Ａ－４を御覧
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ください。こちらの一覧表のほうで御説明をさせていただきます。必要に応じて、Ａ－２

の要項のページ数につきましても御説明していきたいと思っております。 

 まず、今回の調達の過去の３回の調達状況でございますけれども、それぞれ平成３１年、

令和２年、令和３年から５年ということでございますが、契約期間が１年だったり、３年

だったりということで違いますので金額も異なりますけれども、それぞれ一般競争入札の

総合評価落札方式で実施しておりまして、落札率も、過去３回については、９５％が２回、

あと９９％１回という状況でございます。こちらにつきましては、一応この３回は、Ｐｗ

Ｃコンサルティング合同会社が落札をしておりまして、応募者数につきましても、この１

者がそれぞれ１者応札になっているというのが過去３回の状況でございます。一方、この

少し前には、ほかの会社も実施した事例もございますので、必ずしもずっとこの会社でや

ってきているわけではございません。 

 あと、このＰｗＣコンサルティング合同会社と申しますのは、コンサルティング業務を

専門にしている会社でございますけれども、今回の業務につきましては、コンサル専門会

社ではなくてコンサル部門を持っているような総合的なベンダー企業等でも手を挙げるこ

とが可能ではないかと考えているところでございます。 

 いずれにいたしましても、過去３回、一者応札が続いてございますので、今回、どのよ

うな工夫をしているかということでございますけれども、まず、競争参加資格の欄を御覧

いただきたいと思いますが、こちら、実施要項の３８ページにも記載しておりますけれど

も、これまではずっとＡ等級のみを対象としておりましたが、今回からはＡまたはＢ等級

ということで、要件を緩和しているということでございます。 

 また、下の部分にございますけれども、業務責任者の資格・実務経験の欄でございます

けれども、こちらは、求める業務経験やスキルを具体的に記載したということでございま

すが、実施要項でいくとページの３４ページに情報セキュリティー責任者の具体的要件等

も記載しております。こういった、これまで記載してなかったものを今回から記載するよ

うにして明確化しているということでございます。 

 仕様書につきましても、これまで仕様書に書いてなかったようなことも、なるべく具体

的に書くということでございまして、例えば、実施要項の３０ページを御覧いただけたら

と思いますけれども、これまで記載してなかったような引継ぎのことですとか、または、

その他の業務内容につきましても、より具体的に記載しているということでございます。 

 あと併せまして、情報開示の状況ということでございますけれども、実施要項の１２ペ
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ージを御覧いただけたらと思いますが、こちら、審査の基準につきましては、これまで公

表しておりませんでしたけれども、より参加しやすいようにということで、新たに今回か

ら公表をしておりますし、また、同じく実施要項の６０ページ以降に、細かい評価基準の

表を載せておりますが、こちらにつきましては、これまで入札公告のタイミングで公表し

ておりましたけれども、これを意見聴取するタイミングで、なるべく早く公開するという

ことで、より準備がしやすいようにしているところでございます。 

 また、民間の参入促進ということにつきましては、ウェブを活用した説明会の開催とい

うことで、より多くの方が参加しやすいような説明会の開催ですとか、また、デジタル庁

に移管されましたので、デジタル庁でのホームページなどでの広報ということで、より業

界の方が見ていただけるような広報も充実をしていく予定でございます。 

 一番最後のところに入札不参加に対するヒアリングの状況ということで書いております

けれども、これまで１者応札が続いていたということで、実際にヒアリングをしたところ

によりますと、今回の受注した企業につきましては、実際のシステムの構築ですとか、改

修・運用・保守に関する業務というのは公平性の観点から受注できないというルールにし

ておりますので、より金額規模の大きいような、実際の改修・保守を行うような業務を優

先した企業もあったのではないかということが企業からのヒアリングの中でもあったとこ

ろでございます。あと、この資料に連絡先不明ということで書いておりますけれども、実

際に、その後連絡が取れまして確認したところ、現実的に要員の確保ができなかったとい

うようなところも原因だったということで聞いているところでございます。 

 こういった各種の取組を行うことによって、今回につきましては競争性がより確保でき

たのではないかということで考えているところでございます。 

 私からの説明は以上でございます。御質問、御意見等ありましたらよろしくお願いしま

す。 

○事務局 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明いただきました本実施要項（案）について、御質問、御意見

のある委員の方は御発言をお願いいたします。 

○大山専門委員 説明ありがとうございました。 

 まず、プロジェクト管理と仰っていますけれども、管理支援のプロジェクトとは、何を

もってプロジェクトと言っているのかが明確ではなくて、それぞれの業務、例えば、幾つ

か分かれていて、ほかに受注しているところがありますが、そういったところをまとめる
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のは、それぞれがプロジェクトで、それをまとめることをプロジェクト管理と言っている

のでしょうか。この定義、プロジェクトの意味を明確にしていただきたいと思うのですけ

れどもいかがでしょうか。 

○水口参事官 御質問ありがとうございます。 

 先ほどの資料のＡ－３の３枚目に管理支援業務の概要を１枚でお示ししていますけれど

も、ここで言っておりますプロジェクトと申しますのは、図で言う、左下にございますが、

システムの運用・保守を行う業務ですとか、またはアプリケーション保守を行う業務、ま

たはヘルプデスクの業務といった、システムに関して実際にシステムを構築したり、維持

したりするという業務を行うようなベンダー等と、あと各業務のことをプロジェクトと申

しておりまして、各プロジェクトの進捗管理であったり、我々との間に入った調整事項で

あったりというのをお願いするものでございます。 

○大山専門委員 分かりました。ありがとうございます。 

 そうしますと、このプロジェクトを管理支援する業者は、発注側にいるのですか、それ

も受注側にいるのですか。発注者はどちらなのでしょうか。 

○水口参事官 契約関係では、我々デジタル庁が発注者で、このコンサルタントが受注者

ですけれども、ただ、仕事の仕方としては、どちらかというとベンダーというよりかは我々

役所の立場で運営してもらうと。先ほども少し申しましたけれども、我々が、例えば専門

性がないのでベンダーの言いなりになるというようなことをよく言われておりますが、そ

ういったところを専門的な見地から、我々デジタル庁の職員をサポートしてもらうといっ

たような立場で、立場的には発注者側に立って仕事をしてもらうものでございます。 

○大山専門委員 そうすると、デジタル庁のほうの人手不足、知識不足、そういったもの

を補うための発注者支援だということですね。 

○水口参事官 ということで御理解いただけたらと思います。 

○大山専門委員 何かそれがはっきり読み取れるようになさったほうがいいかという感じ

がしましたのが１点。 

 もう一つ、これに関係して、システムの改修やいろいろな運用に関しては、各府省がそ

れぞれの立場で、それぞれの状況で毎年変わっていくことがあると思うのです、人事・給

与に関しては。それが人事・給与システムに上がってきてというのは、デジタル庁のほう

に情報が行くのでしょうか。 

○水口参事官 我々のシステム自体も、我々が人事ですとか給与の制度を持っているわけ
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ではございませんので、例えば人事院のほうが、そういった制度を変えたことを、情報を

入手いたしまして、制度の改正が行われたら、その制度の改正に基づいてシステムを改修

するということを我々デジタル庁がやっていることでございます。 

○大山専門委員 そのときに、支援業者はどういう立ち位置になるのですか。発注側の立

場といっても、要求ははっきりと発注側である各府省に聞こえていますよね。デジタル庁

は、それをまとめて、共通部分をできるだけ合わせて、ということを実施するということ

なのでしょうか。 

○水口参事官 人事・給与のデータ自体は各府省にとっても、結局、担当の府省が調整し

て決めることでございますので、決まった制度に基づいて、これまでは各府省がそれぞれ

の独自のシステムで同じような改修をしていたのを、我々が共通のシステムとして構築す

ることによって、代表して改修構築を行っているというような仕組みになっておりまして、

我々デジタル庁がベンダーに委託をして、そのシステムの改修を行ってもらう際に、我々

の立場からのアドバイザー的な役割を今回の受注者にお願いするというものでございます。 

○大山専門委員 そうすると、そこは幾つかの府省から上がってくる要求を、共通部分と

個別部分とを分けて、共通部分については共通で発注をし、コストを下げるという、それ

が目的ということでよろしいでしょうか。 

○水口参事官 今回のシステムにつきましては、各府省で共通のシステムとなっておりま

すので、基本的には共通部分のシステムを改修するということになっております。 

○大山専門委員 何か１つ触ろうとすると、例えば、３省が似たようなものがあれば、一

気に改修したほうが良い。そうでないとテストも含めて増えてしまうというのは一般的な、

別々に扱ったときの手間だと思うのです。それを共通化することで減らすというのがここ

で実施されていることで、そこまで行くと専門知識が必要なので、こういうコンサルのよ

うな方たちが必要であるという理屈なのかと理解しているのですけれども、いかがですか。 

○水口参事官 その御理解でよろしいかと思います。 

○大山専門委員 そうしますと、コンサルの方たちとしては、平均単価を見ても、ある程

度あるので、ほかの事業者があまり興味を持っていない、あるいは人が割けないという状

況だとするのは、どこかにまだ十分な参入に対するインセンティブが不足しているのでは

ないかという気がするのです。 

 その一つとして、ここから別の質問になりますが、例えば、引継ぎに関して、円滑に引

き継がれることと書いてありますけれども、ここに関する費用はどうなっているのでしょ
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うか。費用に関する説明、記述がないのですけれども、発注側、受注側、誰の負担で、場

合によっては受注側と、新たに入札しようとするところは、今、現行業者が幾らかけてく

るか分からない、費用が幾らになるか分からないということから引いてしまうのです。そ

れはもう御存じだと思うのですけれども。それによって大きな参入障壁になることがあり

ます。ほかのところでは、かなりそういうところを抑え込んできているのですけれども、

今回の業務に関して、この引継ぎに関するところについては、どのようなお考えなのかと

いうのを、あるいは新たに興味を持ったところも、ここを１つ見ても、これは分からない

なというので引いてしまう可能性があるという気がするのです。この辺についてどうお考

えなのかを教えていただけますでしょうか。 

○水口参事官 御質問ありがとうございます。 

 引継ぎについてでございますけれども、基本的には業務の受注から業務の開始までの間

に、仮に業者が変わるとした場合に、それぞれ引き継いでいただくことになっております

が、引継ぎ期間についても、ある程度確保するとともに、実際、これまでにやってきたよ

うな業務につきましても資料の閲覧等ができるようにいたしますので、今回、今やってい

るような業務につきましては引き継いでもらうだけではなくて、実際に資料を見ながらも

勉強できるようには、いろいろ工夫したいと考えているところでございます。 

○大山専門委員 それは分かるのですけれども、分からないときに質問が出るのが普通な

のです、ほかの例を見ても。そのときに、どちらの費用負担で実施するのかというのがは

っきりしていないと、新たに参入しようとするところが不安になる、あるいは、それが大

きな差になってしまうということがよくあるのですけれども、これについては何か記載は

ないのでしょうかという質問です。 

○水口参事官 そこの引継ぎの具体的な方法までにつきましては、仕様書等には特に記載

は書いてございませんけれども、基本的には引継ぎの資料も、この業務の中に含めており

ますので、それぞれ、現行の受注者は、今の受注しているお金の範囲内で、次回の受注者

については、今回の発注の業務の範囲内で行えるものだと考えておりますが、デジタル庁

としても、もしそこがうまくいかないようなことがあれば、うまく引継ぎが円滑に行われ

るように間に入って調整はしたいと考えているところでございます。 

○大山専門委員 分かりました。引継ぎに関しては、そういったようなことがほかでも出

ていますので、ぜひ御参考にしていただき、今回の例がどれぐらいか、引継ぎの規模が分

からないので何とも言えないのですけれども、ぜひそこについては、新たに参入しようと
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するところが不安を持たないように、明確に記載をしていただく等が必要ではないかと思

います。ぜひ御検討ください。 

○水口参事官 御助言ありがとうございます。円滑に引き継がれるように、いろいろと工

夫したいと考えております。よろしくお願いします。 

○大山専門委員 ありがとうございます。 

○水口参事官 ありがとうございました。 

○事務局 恐縮でございます。事務局でございます。 

 引継ぎの費用に関して、実施要項の９ページにございます２.４.のところのなお書き、

こちらは該当するものではないのでしょうか。 

○松浦参事官補佐 デジタル庁の松浦と申します。 

 今、事務局の方から補足いただいたとおり、実施要項のところに記載がございまして、

受託者の負担というところになっていますけれども、仕様書を今ざっと見たところ書いて

いなかったので、先ほど大山先生の御指摘を受けて、仕様書のほうにも明確に、受託され

た方がしっかりとそこは負担するということを明示しておきたいと思います。 

○大山専門委員 受託先だけが負担すると、大きな額になる例があるのです。現行業者が

金額を高くするという例があるので、そこについては公平性あるいは競争性を高める観点

からは、どうするのかというのをはっきりお考えいただいたほうがよろしいのではないか

と思います。 

○井熊専門委員 今の先生の御指摘にも共通しているところがあるのですが、事業者のポ

ジションが分かりにくいと思っており、デジタル庁は、このシステムを共通化するという

大命題は非常にそのとおりだと思うのですが、そのときにデジタル庁の方がどういうポジ

ションにいて、そういう統合業務を全部任せてしまうのか、統合全体を統括するようなデ

ジタル庁の人がいて、その人が何らかの不足している機能を民間が賄っていくのか、そう

いうようなポジションがよく見えないというのがあります。このシステムに関する専門の

知識が分からないときに、民間のコンサルを入れるというときは、システムの知識がある

人等の能力がある人等を入れていくわけです。けれども、ここにあるようないろいろな会

議をマネジメントしていくというと、少し違った素養になってくると思うのです。そうい

うところで、何となくざくっとこういうことやるからというと、ＰｗＣのようなコンサル

もいて、システムの素養のあるところが受けてしまっている。だからほかのところはよく

分からないから入ってこない、そういうふうにも見えないこともないというようなことで、
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もう少し具体的に、デジタル庁の職員の方がどういうような役割分担と責任でやっていく

のかというところをきちんと提示したほうが良いのではないかと思います。例えば、この

四角のところの全体の統括者の要件等を見ても、何を求めているのかよく分からないです。

この中の１項の、資格があればいいというのがあるのですが、この４ページの、６９の７

の下のところにありますが、こういうような場合というのは、１個１個の資格が何らかの

補完関係にないと、どれか１つという言い方は成立しないのではないかと思うのですが、

必ずしもそうなっていないのではないかと思います。全体的に業務の提示をきちんとされ

たほうが良いのではないかと思います。 

 それからあともう一つは、そういうような要件を満たし、かつ、関連するシステムを受

注してないような業者というのは何者いるのか把握されているのでしょうか。おそらく、

こういうような業務を受ける能力があり、かつ、そういうほかのシステムに関係ない業者

の数も限られるのではないかと思うので、そういう限られた業者が参加するように、綿密

なニーズ調査や声かけ等をしていかないといけないのではないでしょうか。 

 ３点目ですけれども、等級をＡからＢに広げるというのも良いのですが、グループ応札

というのは入っていないように見えるのですが、それは可能なのでしょうか。 

 大きく、その定義の問題と、どれだけの応募者が来るのかということ把握しているかど

うかということと、それからあとグループ応札、その３点について教えていただければと

思います。 

○水口参事官 御質問ありがとうございます。私、水口からお答えさせていただきます。 

 まず、若干私の説明が悪くて誤解を生んだかもしれないのですけれども、今回の業務に

よってシステムを統合するわけではございませんで、もう既に過去の２０１０年の段階で、

各府省のシステムをデジタル庁というか、当時で言うと人事院のシステムにも統合済みの

共通システムがもう既にできているという状況でございます。その後、当該システムをい

ろいろ、制度改正に合わせた改修だったり、いろいろ使い勝手のよさだったりというとこ

ろを改修したり保守したりしていくというところを、１回つくっても継続されていくわけ

でございますので、それについて、今後も５年間の業務を我々が行うに当たって、その支

援をしてもらうためのツールが今回のものでございますので、特にシステムを統合すると

かそういう……。 

○井熊専門委員 システム統合という私の言い方が悪かったのですけれども、システム統

合と誤解していないです。 
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○水口参事官 そうですか。失礼しました。であれば結構です。 

 その立場ですけれども、やはり基本的には我々デジタル庁の職員が、その人員も十分に

あって、知識も十分にあったら、基本的にはデジタル庁が本来、ベンダーの指導をしなが

ら改修・保守を行っていくところを、そういったところを専門的な観点から支援してもら

うというのが今回の立場ということでございます。 

 具体的には、我々といたしましても、こういった業務ができるような、関心あるような

企業については、現時点では複数者、把握しておりますので、その方が全員手を挙げるか

どうかは、また、分かりませんけれども、そういった複数者は、認識しているところには

きちんとしっかりと声かけもしていきたいと考えているところでございます。 

 あと受注に当たってはＪＶの受注も可能なようにしておりまして、３９ページですか、

７.３.のところに、複数業者による共同入札ということで記載がございますけれども、基

本的にはＪＶでの応札というのを考えております。 

 以上でございます。 

○井熊専門委員 ありがとうございました。 

○宮崎専門委員 御説明ありがとうございました。 

 私から３点ございまして、通し番号でお伝えしますが、まず、６９分の１１ですが、（９）

の「次の受注実績を有すること」という記載がございまして、こちらで「府省共通システ

ム又は同規模の複数の組織間で利用されるシステム利用者が５万人以上となる大規模情報

システムの構築又はプロジェクト管理業務の経験があること」という実績要件を課されて

いますが、業務の内容を伺っている範囲では、この大規模情報システムのプロジェクト管

理業務経験があればよいのではないかと思うのですが、あえて複数の組織間で、かつシス

テム利用者が５万人以上であることという要件を課すと、複数の組織の方が同じシステム

を共同して利用するという前提が、ケースとして少し少なくなるのかなと思っているので

すが、この実績要件を課すことによって参加可能な業者がどの程度減るのか、この要件を

課した場合でも、どの程度参加可能な業者がいるのかというのは把握されていらっしゃる

のかということと、大規模情報システムの構築または管理業務経験だけで十分ではないか

と思いますので、前段のこの複数組織間かつ５万人要件というのが不可欠なものなのかと

いうことを伺いたいのが１点目でございます。 

 続きまして、６９分の１２ですが、総合評価点の計算の仕方を技術点３対価格点１とさ

れておりますが、国の総合評価方式の入札の場合、通常、技術点と価格点は１対１、ある
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いは多少高度な業務であっても技術点２に対して価格点１でして、３対１というのは相当

高度な調査・研究業務の場合かなと思っているですが、ここを３対１にされているのは、

何か理由があればお教えいただければと思います。 

 ３点目でございます。６９分の３０です。３.１０.で、この業務に人事・給与システム

に関する中・長期的な諸課題への対応という業務が含まれておりまして、こちらに非常勤

職員に関する課題、非支出官払化等、恐らく国の人事・給与システムというか制度に関し

ての相当な知見がないと、この課題を想定して提案をすることという業務が、いわゆるシ

ステムの管理業務とは少し異なる側面があるコンサルティング業務、ないしは国の人事制

度のコンサルティング業務ができる者という２つの業務を抱き合わせたような業務になっ

ているような側面が見受けられまして、両方こなせるところというと、業者が限られるの

ではないかと思っていまして、これをどちらかというと、その次の開発の要件定義や設計

をする際の相談業務かと思っていまして、これがプロジェクトの管理支援業務と呼べるも

のなのかというところがよく分からなかったのですが、これを別調達にされたらいかがか

ということと、これを一体に入れるのであれば、デジタル庁の側で、相談されたい課題を

網羅的に提示されるべきだと思っていまして、これを業者側に提案させるというのは少し

無理がある、特に既存現行業者以外に提案させるというのはかなり無理があると思ってお

ります。その結果、６９分の６７ですけれども、従来の業務実績開示というところがござ

いますが、こちらで、平成３１年度から令和３から５年度の実績の請負契約額の開示がご

ざいますけれども、令和３から５年度の金額が急増していまして、急増している理由が、

先ほどの共通プラットフォーム整備の対応ですとか、非常勤の方の新規導入府省への導入

支援等、支出官払化の切替支援という内容が追加されたためであると書いてあるのですが、

そうなってきますと国固有の人事制度の制度変更やそういったものによって相談する業務

が増えるという記述に読み取れるのですが、その場合ですとどのような業務が想定される

のかというのが、恐らく新規参入者には業務量が見えないと思いますので、課題認識を業

者に提案させるというよりは、デジタル庁側で、もしここの業務まで入れたいのであれば、

何を相談されたいかを明記されないと、業務量が見えないということによって参入に相当

な、新規参入者には障害になるのではないかと思っております。 

 以上３点に関して、お教えいただければと思います。 

○水口参事官 御質問ありがとうございます。引き続き、私、水口が御回答させていただ

きます。 
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 順番に御回答させていただきますけれども、まず、１番の実績の要件でございますが、

御指摘のとおり競争力をより確保するためには、御指摘のように大分緩和したほうがいい

というのも御指摘のとおりかと思いますが、一方で我々としては、この業務につきまして

は非常に重要な業務で、かつ、今回の人事・給与システムの特徴としては、複数の府省で

結構、独自の運用をしていたりして、要望がいろいろな観点から出てくるという特徴のあ

るシステムでございますので、そういった意味では、そこの人事・給与システムの特徴を

考えたときに、どうしてもこういった実績もあるほうが我々としては望ましいと考えてお

りますので、そこのバランスをやっぱり考えなければいけないとは思うのですけれども、

我々としては、最低限これぐらいの実績についてはないと不安かということで記載をして

いるということでございます。 

 そういったこともありまして、関連して２つ目の質問にもなりますけれども、そういっ

た高度な技術ということもありますし、そういった価格だけではなくて技術の中身でやは

り我々としては評価したいという業務でございますので、その３対１を採用しているとい

うことでございます。 

 ３点目でございますけれども、制度の変更に伴う改修につきましては、まず、１つの論

点としては、例えばＵＩ／ＵＸの充実だとか、制度改正に伴う改修そのものについては、

また別途、我々としては発注をして、実際の作業を行ってもらうベンダーを調達する予定

でございます。その調達を行った後に、その業務を行う際に、通常の運用・保守業務と同

じような、この管理支援業務をそういった業務についてもやってもらうということでござ

いますので、そういったシステムの改修みたいなところをゼロから今回受注をいただく会

社にお願いするわけではないと。あくまで我々とベンダーとの業務の管理支援というとこ

ろは変わらない、同じスタンスでお願いするものでございます。 

 あと業務が見えないという御指摘についても、そこもごもっともな御指摘なのですけれ

ども、我々デジタル庁職員自体も、今後制度がどう変わっていくかというのは分からない

ところがございまして、毎年の、例えば人事院勧告等でいろいろ制度が変わっていきます

が、その制度の変わっていくのに合わせて我々はシステムを後追いで改修していかなけれ

ばいけないという、これはもう当該システムの宿命みたいなものがございますので、現時

点でそれを全て明確に見通すことは難しいわけでございますけれども、いずれにいたしま

しても改修が非常に多くなった場合等、当初予定していた費用で賄えないぐらい量が発生

した場合には、そこはまた、改めて契約変更も含めて、必要な費用については、我々とし
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てはお支払いする前提で考えているところでございます。 

○宮崎専門委員 御説明ありがとうございます。 

 そういう意味では、１番目のところに関しましては、お考えは分かりましたけれども、

これを基礎点というか必須資格にされるのか、最低限大規模情報システムの構築経験があ

ることにとどめた上で、複数組織間の利用者５万人以上ある場合には加点にされるのかと

いうところは検討の余地があるかと思いますので、そこは御検討いただければと思います。 

 それから、２点目はいろいろな考えがあるということで一概に何とも言えませんので、

特段コメントはございません。 

 それから３番目の最後ですけれども、そういう内容であくまでベンダーにこの改修業務

自体は発注されて、どのような制度改正をされるかということはベンダー側に実施してい

ただくという前提だとすれば、先ほどの６９分の３０ですけれども、書き方として、その

業務に関するプロジェクト管理支援を行っていただくという内容で書いていただければと

思うのですが、６９分の３４と、課題や問題を想定して課題の方向性を提案することとい

うような書きぶりで、これだと運用支援の範囲とは少し異なる内容に読めますので、書き

ぶりは検討いただければと思います。 

○水口参事官 御指摘どうもありがとうございます。今いただきました御指摘も踏まえま

して、我々としても検討したいと思っております。ありがとうございます。 

○小尾副主査 ２点お聞きしたいのですけれども、６９分の２７のところで、関連する業

務としてアプリケーション改修支援業務と、４次システム更改に向けた調査・研究業務と

いう５と６というのが挙げられているのですが、この業務の内容と今回のこの調達で行う、

６９分の２９にあるような３.６.や３.９.という関係性が、この仕様からでは分からない

かと思います。例えば５で、アプリケーション改修支援業務というので、例えば仕様の調

整等を、２７ページのほうの改修支援業務で行うのだとすると、今回、調達する側は何を

実施しなければいけないのかというのが読み取れない。ですので、どのくらいその業務負

担が発生するのかというのを正確に見積もることができないのではないかと危惧します。 

 もう１点、これも先ほどからいろいろ出ている話に関連するかもしれないのですが、３

のところの作業の実施内容に関する事項のところに、この業務自体は５年間にわたるので、

途中で業務の内容に変更が生じる可能性があるというふうに書かれていて、その場合、業

務内容を変更するものとするというふうな、あっさりとした記述が書かれているのですが、

これだけ見ると、結局何を実施させられるかが分からなくなるように読み取れる可能性が
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あり、少なくとも、例えば業務が当初の見積りより多くなった場合には費用、その部分に

ついては、いわゆる相談の上決める、または、少なくとも変更があったとしても業務負担

は増えないという範囲での変更にする、何かそういうような記載がないと、このままでは

何を実施させられるのか分からないというふうに危惧する可能性があると思うのですけれ

ども、この２点について何か変更や、もう少しクリアに書くとかということができるのか

ということをお聞きしたいと思います。 

○水口参事官 御質問ありがとうございます。 

 まず、１点目でございますけれども、これまでの御説明と繰り返しのところがあります

が、基本的にはそれぞれの業務自体の発注というのは別途、本体の改修を行う企業がおり

ますので、そこと我々デジタル庁職員とのやり取りを、あくまで側面から支援いただくと

いうものなのですけれども、そこがきちんと相手に伝えるかどうかというのは、もう１回

改めて、書きぶりにつきましてもチェックしたいと考えております。 

 ２点目でございますけれども、我々といたしましては変更もあり得るという書きぶりに

よって、私が先ほど御説明したように、もし業務量が増えたら、それに応じて契約変更し

て費用を増やすということを言っているつもりなのですが、それで十分伝わりづらいとい

う御指摘かと思いますので、ほかの事例も参考にしながら、より分かりやすい表現という

のも検討したいと思います。ただ、業務負担が増えない範囲でというのは、少し我々とし

てはお約束できないものがございますので、業務負担が増える場合には、相手の、当然、

許容範囲かどうかというのも相談しながら、増えることも含めて変更もしていきたいと考

えているところでございます。 

○小尾副主査 ありがとうございます。 

 前半部分については、これは、５や６と言われているのは改修支援業務だから、アプリ

ケーション改修そのものを請け負う人ではなくて、デジタル庁側と実際にアプリケーショ

ンをつくる人たちのベンダーの間に立って支援をするという業務だと理解しているのです

が、そうではないのですか。 

○松浦参事官補佐 デジタル庁の松浦です。御質問ありがとうございます。 

 ５番については、ちょっと経営的なところを申しますと、人・給システムというのが制

度改正とか、ずっと改修、改修でしてきておりますので、かなりアプリケーションが複雑

になっています。結局、今回のプロジェクト管理と別の話なのですけれども、２６ページ

の一番下のアプリケーション保守業務というところの工数というのがかなり、テスト等の
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工数も増えてしまっていますので、そこで結構、工数が食われているという課題意識がご

ざいまして、これを、まさにそのシステムの最新技術を取り入れてモダナイズみたいなこ

とをしていかなければいけないという課題があるので、現状のアプリケーション保守業務

を請け負っている事業者とは別に、まさにアプリケーション、そういう最新技術をうまく

取り入れて改修、１番の業者を支援いただくような形の調達を今、同じタイミングの６年

の４月というところでできないかというのが５番になりまして、プロジェクト管理支援に

ついては、まさにそういったベンダーも含めてのプロジェクト管理というか、先ほど水口

参事官のほうから御説明あったように、我々の立場に立って、そういったものが技術的に

見て妥当なのかどうかみたいなところを全体管理していただくという関係になろうかなと

考えております。 

 ６番については、まさに次のシステム更改に向けての調査・研究というところなので、

今回のプロジェクト管理とは全く別でして、次のシステム更改で果たして何をしていくの

かというところの民間のクラウド技術の動向とか、あとは費用対効果とか、そういったと

ころをいろいろ調べていただくという業務でございます。 

○小尾副主査 ありがとうございます。 

 分かりました。具体的な内容分かったのですけれども、例えば、６９分の３０のところ

に、仕様書の必要書類の作成支援等が今回の業務の中に入っていたりもするので、そうす

ると、実際に６で実施する業務と、今回請け負う人たちが実施する業務というのは、一部

オーバーラップするところがもしかしたら出てくるのかもしれなくて、そういうことにつ

いて説明会を行うのではないかと思いますので、そういうところも含めて、できるだけク

リアにしていただいて、受注しようという方たちが自分たちが実施する業務は何なんだと

いうことが分かるように、ぜひ、仕様または説明会で、うまく説明していただければと思

いますのでよろしくお願いします。 

○水口参事官 どうもアドバイスをありがとうございます。御指摘のとおり、今後の説明

会等の場でも丁寧に御説明をして、より理解をしていただいた上で手を挙げてもらえるよ

うに、我々としても努力したいと思いますので、どうもありがとうございます。 

○事務局 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局から何か確認すべきことがあればお願いします。 

○事務局 事務局でございます。ありがとうございます。 

 まず、今回、実施要項及び仕様書の内容につきまして、内容を再検討いただく点といた
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しまして、まず、大山委員のお話の中でありました引継ぎに係る費用負担に関する記述に

つきまして、新たな委託事業者と現行事業者との費用負担の関係について、他の事例を参

考にしつつ再検討いただくということが１点。 

 井熊委員からの御指摘に係る内容で、デジタル庁の職員の役割が見えづらいという御指

摘に関して、業務に関する書きぶりを再検討いただくということ。 

 あと、宮﨑委員からの御指摘におきまして、受注要件の中で、複数の組織間で利用され

るシステムの利用者が５万人以上という要件について、加点要件にしてもよいのではない

かという点につきましても検討いただくということ。 

 最後、小尾委員の御指摘に係る部分で、２７ページから３０ページにかけてある全体の

業務に関する内容の部分で、２７ページ３「作業の実施内容に係る事項」として、契約期

間の途中で業務の変更もあり得るという記載について、こちらについても変更が生じた際

の対応を分かりやすくすることを検討いただくということ、と受けておりますが、すみま

せん、漏れている部分とかございましたら御指摘よろしくお願いいたします。 

○事務局 特にないようでしたら、関野主査、取りまとめをお願いします。 

○関野主査 今の中でおそらく足りないのが、大山先生が最初に言われた名称等、デジタ

ル庁が何をするか、プロジェクトという名前が普通の人は分からないのではないかと思い

ました。 

 あと、宮崎先生が言われた中・長期的な諸課題の対応というところが、書きぶりを検討

していただきたいということだったので、６９分の３０ですけれども、そこも検討してい

ただかないといけないのではないかと思いました。 

○事務局 失礼いたしました。 

○関野主査 Ａ－３の資料の３ページのポンチ絵がありますけれども、この中に、確かに

デジタル庁がどこにも出てこないというところが分からないだろうと思うのです。業者間

だけで実施しているという感じなので、プロジェクト管理支援事業者が出てきますけれど

も、ここには多分、デジタル庁が入っていて、その裏の支援、何かコンサルしていただき

たいということだろうと思うのですが、それがこの資料だけではよく分からないので、説

明資料を含めて御検討いただきたいと思っております。 

 それでは、本実施要項（案）につきましては、再度の審議を実施したいと思います。デ

ジタル庁におかれましては、本日の審議結果を踏まえまして、論点を整理しまして、実施

要項（案）に必要な修正を行うようお願いしたいと思います。 
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 本日はありがとうございました。 

（デジタル庁 退室） 

 

―― 了 ―― 


